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特定秘密保護規則（案）

（令和●●年●●月●●日制定）
（令和●●年●●月●●日改正）








●●株式会社　●●事業所
一般的なものを例示しております。取扱状況に応じて修正して下さい。
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（目的）
第１条　この規則は、●●●●株式会社（以下「当社」という。）が防衛省本省又は防衛装備庁（以下「防衛省」という。）との間に締結した特定秘密の保護に関する特約条項を補足する事項を規定した「装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドライン」に基づき、特定秘密の保護のために必要な事項を定めることを目的とする。

　（適用範囲）
第２条　この規則は、入札準備、見積り等の契約締結前、契約履行中及び契約終了後の全ての行為に適用する。なお、防衛省に申請、報告又は提出する文書の様式については、本規則で定めるもののほか、防衛省から指示がある場合は、その指示に従うものとする。

　（関係法令等）
第３条　この規則に関係する法令等は、次のとおりとする。
⑴　特定秘密の保護に関する法律（平成２５年法律第１０８号）
⑵　特定秘密の保護に関する法律施行令（平成２６年政令第３３６号）
⑶　特定秘密の保護に関する訓令（平成２６年防衛省訓令第６４号）
⑷　防衛装備庁における特定秘密の保護に関する訓令（平成２７年防衛装備庁訓令第２７号）

　（用語の定義）
[bookmark: _Hlk207042217]第４条　この規則に用いる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
⑴　特定秘密　特定秘密の保護に関する法律第３条第１項に規定する特定秘密をいう。
⑵　業務管理者　特定秘密の保護に関する法律施行令第１１条第１項に規定する特定秘密の保護に関する業務を管理する者をいう。
⑶　特定秘密管理者　特定秘密の保護に関する訓令第３条又は防衛装備庁における特定秘密の保護に関する訓令第３条に規定する特定秘密管理者であって、契約に基づき、当社に特定秘密である情報（以下「特定秘密情報」という。）を伝達し、又は特定秘密情報を記録する文書等（以下「特定秘密文書等」という。）を交付した者をいう。
⑷　適性評価　特定秘密の保護に関する法律第１２条に規定する適性評価をいう。
⑸　適合事業者　特定秘密の保護に関する法律第５条第４項に規定する適合事業者をいう。
⑹　文書　文字又はこれに代わるべき符号を用いて一定の事項を表示した物体をいい、マイクロフィルム、磁気テープ、フロッピーディスク、光磁気ディスクその他の可搬記憶媒体を含む。
⑺　図画　写真、その他の形象を表示した物体をいい、写真、映画フィルム、ビデオテープ、ＤＶＤその他の可搬記憶媒体を含む。
⑻　物件　文書及び図画以外の全ての有体物をいう。
⑼　文書等　文書、図画及び物件の総称をいう。
⑽　情報　口頭、視覚又は聴覚により伝えることができる知識（無体物）をいう。
⑾　伝達　知識を相手方に伝えることであって、有体物である特定秘密文書等の送達を伴わないものをいい、視覚、聴覚等により情報を相手方に伝えることをいう。
⑿　秘密業務　特定秘密情報及び特定秘密文書等を取り扱い、製作、複製、送達、保管、管理等を行う業務をいう。
⒀　関係社員　業務上、秘密業務に従事する必要がある者であって、業務管理者から指名された者をいう。
⒁　可搬記憶媒体　パソコン又はその周辺機器に挿入又は接続して情報を保存することができる媒体又は機器のうち、可搬型のもの（フロッピーディスク、光磁気ディスク、ＵＳＢメモリ、外付けハードディスク等）をいう。
⒂　携帯型情報通信・記録機器　携帯電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、映像走査機器（ハンディスキャナ）、写真機、録音機、ビデオカメラ等の通話、記録等の機能を有する機器をいう。
⒃　電子計算機情報　情報システム（ハードウェア、ソフトウェア（プログラムの集合体をいう。）、ネットワーク又は記憶媒体で構成されるものであって、これら全体で業務処理を行うものをいう。以下同じ。）において取り扱われる情報をいう。
[bookmark: _Hlk152175051][bookmark: _Hlk207042520]⒄　保全施設　特定秘密情報又は特定秘密文書等を取り扱うための施設であって、防衛装備庁装備政策部長（以下「装備政策部長」という。）により承認された施設をいう。
⒅　閉鎖区域　特定秘密文書等の形状又は材質により、秘密保全施設では当該特定秘密文書等の保管ができない場合に、当該特定秘密文書等を保護するために期間を定めて設定する区域であって、装備政策部長により承認された区域をいう。
⒆　立入禁止区域　保全施設及び閉鎖区域の総称をいう。
⒇　保管容器　特定秘密文書等を保管する容器をいう。
(21)　関係簿冊　秘密業務を管理するために必要な簿冊及び帳票の総称をいう。
(22)　反古紙　契約を履行する上で一時的に作成した原稿、フィルム、ＣＤ、ＤＶＤ、ＭＯ、磁気テープ、タイプリボン、カーボン紙及びコピー用紙等をいう。
(23)　外国政府等秘密情報
ア　米国秘密軍事情報　秘密軍事情報の保護のための秘密保持の措置に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定第１条（ａ）に規定する秘密軍事情報であって、アメリカ合衆国政府から受領したものをいう。
イ　北大西洋条約機構秘密情報　北大西洋条約機構から提供された情報又は資料であって、情報及び資料の保護に関する日本国政府と北大西洋条約機構との間の協定第１条（ⅱ）に規定する秘密の指定を受けているものをいう。
ウ　仏国秘密情報　情報の保護に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定第１条（ａ）に規定する秘密情報であって、フランス共和国政府から受領したものをいう。
エ　豪州秘密情報　情報の保護に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定第１条ａに規定する秘密情報であって、オーストラリア政府から受領したものをいう。
オ　英国秘密情報　情報の保護に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定第１条ａに規定する秘密情報であって、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府から受領したものをいう。
カ　インド秘密軍事情報　秘密軍事情報の保護のための秘密保持の措置に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定第１条ａに規定する秘密軍事情報であって、インド共和国政府から受領したものをいう。
キ　伊国秘密情報　情報の保護に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定第１条ａに規定する秘密情報であって、イタリア共和国政府から受領したものをいう。
ク　韓国秘密軍事情報　秘密軍事情報の保護に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定第２条（ａ）に規定する秘密軍事情報であって、大韓民国政府から受領したものをいう。
ケ　独国秘密情報　情報の保護に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定第１条（ａ）に規定する秘密情報であって、ドイツ連邦共和国政府から受領したものをいう。
[bookmark: _Hlk207042331]コ　瑞国秘密情報　防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とスウェーデン王国政府との間の協定第４条に基づく防衛装備品及び技術に係る情報保護に関する日本国防衛省とスウェーデン王国を代表する国防装備庁との間の取決め第１項に規定する秘密情報であって、スウェーデン王国国防装備庁から受領したものをいう。
サ　サウジ秘密情報　防衛協力及び交流の過程で取得される情報の保護に関する日本国防衛省とサウジアラビア王国国防省との間の取決め第１項ａに規定する秘密情報であって、サウジアラビア王国国防省から受領したものをいう。
シ　ＵＡＥ秘密情報　防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とアラブ首長国連邦政府との間の協定第五条に従って作成される防衛装備品及び技術に係る情報の保護に関する日本国防衛省とアラブ首長国連邦国防省との間の取決め第１項３に規定する秘密情報（｢محظور」に秘密指定されたものを除く。）であって、アラブ首長国連邦国防省から受領したものをいう。
ス　宇国秘密情報　情報の保護に関する日本国政府とウクライナ政府との間の協定第１条ａに規定する秘密情報であって、ウクライナ政府から受領したものをいう。

　（運用上の注意）
第５条　この規則の実施に当たっては、秘密業務に関し、不当な拡張解釈を行ってはならない。

　（運用・解釈）
第６条　この規則の解釈及び運用について疑義が生じた場合は、特定秘密管理者と協議するものとする。

　（秘密保全組織）
第７条　業務管理者は、本規則を円滑に実施・運用するため、特定秘密の保護に必要な組織（以下「秘密保全組織」という。）を設定するものとする。なお、設定した秘密保全組織は、年１回、定期的に見直しを実施するとともに、人事異動等により変更が発生する都度、速やかに見直すものとする。
２　秘密保全組織は、業務管理者、管理責任者（代行者を指定する場合はその者を含む。）、保全責任者（代行者及び補助者を指定する場合はその者を含む。）及び取扱者をもって構成するものとする。

　（業務管理者の責任）
第８条　業務管理者は、○○○○事業所長とする。業務管理者は、特定秘密の保護について全般的な指導及び監督を行い、秘密業務に対する最高の責任を負うものとする。

（業務管理者の変更等）
第９条　業務管理者を新たに指定又は変更する場合は、装備政策部長に申請し、その承認を得るものとする。

　（関係社員の職務）
第１０条　関係社員は、次の各号掲げる者の区分に応じ、それぞれの各職務を行うものとする。
⑴　管理責任者
管理責任者は、秘密業務を行う部門の部長又はこれに準ずる者から、別紙様式第１号により業務管理者が指名する。管理責任者は、その所掌管理単位における秘密業務に係る関係社員の職務遂行を指導・監督する。
⑵　保全責任者
保全責任者は、秘密業務を行う部門の課長又はこれに準ずる者から、別紙様式第１号により業務管理者が指名する。保全責任者は、秘密文書等の保管並びにこれに伴う事務を行うほか、取扱者を指導・監督する。
⑶　管理責任者又は保全責任者の代行者
業務管理者は、管理責任者又は保全責任者が長期の出張、休暇等によりその職務を行うことができない場合に備え、あらかじめ、別紙様式第１号によりこれらの代行者を指名することができる。代行者の責務は、管理責任者又は保全責任者と同じである。
⑷　保全責任者の補助者
業務管理者は、保全責任者が行う事務を補佐する者として、保全責任者の補助者を別紙様式第１号により指名することができる。
⑸　取扱者
取扱者は、業務管理者から指名され、秘密業務に従事する。
２　業務管理者は、関係社員を指名又は解除するときは、指名・解除簿（別紙様式第２号）にその旨を記録するものとする。

　（関係社員の指名及び範囲の制限）
第１１条　業務管理者は、関係社員の指名に当たっては、適性評価により特定秘密を取り扱うことが認められた者の中から指名するとともに、その取り扱い得る特定秘密の範囲を必要最小限度にとどめるものとする。
２　業務管理者は、特定秘密管理者から適性評価により特定秘密を取り扱うことができると認められた者について、引き続き認めることについて疑いを生じさせる事情がある旨の通知を受けた場合は、必要な措置を行うものとする。
３　業務管理者は、必要な措置を行った場合は、速やかに特定秘密管理者に当該措置の内容等について報告するものとする。
４　業務管理者は、関係社員に対し教育等を通じて「特定秘密の保護に関する誓約書」に基づく申出を徹底させるとともに、面談等の機会を活用し、次の各号に掲げる事情が職務の内外を問わず生じていないかどうかの確認を行い、状況の変化の継続的な把握に努めなければならない。
⑴　外国籍の者と結婚した場合その他外国との関係に大きな変化があったこと。
⑵　罪を犯して検挙されたこと。
⑶　懲戒処分の対象となる行為をしたこと。
⑷　情報の取扱いに関する規則に違反したこと。
⑸　違法な薬物の所持、使用等薬物の違法又は不適切な取扱いを行ったこと。
⑹　自己の行為の是非を判別し、若しくはその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈していると疑われる状況に陥ったこと。
⑺　飲酒により、けんか等の対人トラブルを引き起こしたり、業務上の支障を生じさせたりしたこと。
⑻　裁判所から給与の差押命令が送達されるなど経済的な問題を抱えていると疑われる状況に陥ったこと。
⑼　上記のほか、特定秘密を漏らすおそれがないと認めることについて疑義が生じたこと。

　（適格証明書）
第１２条　業務管理者は、関係社員を指名したときは、当該関係社員が取り扱い得る特定秘密の範囲を証明するため、当該関係社員に対し、特定秘密保護適格証明書（別紙様式第３号）を交付するものとする。
２　特定秘密保護適格証明書には氏名、写真、取り扱い得る特定秘密の範囲、その他必要な事項等を記載し、簡単に作成又は修正することができないものとする。
３　特定秘密保護適格証明書には一連番号を付すとともに、特定秘密保護適格証明書管理簿（別紙様式第４号）を作成し、交付、回収、破棄について確実に管理するものとする。
４　業務管理者は、特定秘密保護適格証明書の保有状況を定期的に点検するものとする。
５　業務管理者は、関係社員の指名を解除したときは、特定秘密保護適格証明書を遅滞なく回収し、廃棄するものとする。

　（関係社員名簿の作成及び管理）
第１３条　業務管理者は、契約ごとに、当該契約に係る関係社員名簿を作成し、関係社員の指名、解除等について記録するものとする。
２　業務管理者は、人事異動等により関係社員を変更する必要があるときは、遅滞なく、関係社員名簿を更新するものとする。

　（引継ぎ）
第１４条　管理責任者又は保全責任者が交代する場合は、引継確認簿（別紙様式第５号）を用い、新旧の管理責任者又は保全責任者間において確実に引継ぎを行うものとする。
２　管理責任者は、保全責任者が交代する場合の引継ぎに立ち会うとともに、当該引継ぎが確実に行われたことを証明するため、引継確認簿に確認印を押印するものとする。

　（関係社員の報告）
第１５条　業務管理者は、第１３条第１項の規定により定めた関係社員の範囲について、当該関係社員に特定秘密を取り扱わせる前に、「特定秘密の取扱いの業務を行う従業者について（報告）」（別紙様式第６号）を用いて特定秘密管理者に報告するものとする。
２　業務管理者は、前項で報告した関係社員の範囲を変更する場合は、遅滞なく、特定秘密管理者に報告しなければならない。

　（秘密の取扱いの範囲）
第１６条　業務管理者は、関係社員以外の者（特定秘密管理者の許可を受けた者を除く。）を秘密業務に従事させてはならない。
２　業務管理者は、関係社員であっても、秘密業務に必要な限度を超えて特定秘密情報及び特定秘密文書等を取り扱わせてはならない。また、当該関係社員が取り扱うことのできる特定秘密以外の特定秘密を取り扱わせてはならない。
３　関係社員は、関係社員以外の者（特定秘密管理者の許可を受けた者を除く。）及び当該特定秘密を取り扱うことができる関係社員以外の関係社員に特定秘密文書等を閲覧させ、又は特定秘密情報を伝達してはならない。また、当該特定秘密を取り扱うことができる関係社員相互間においても、秘密業務に必要な限度を超えて特定秘密情報を伝達してはならない。

（防ちょう）
第１７条　関係社員は、特定秘密文書等の不正な取扱い、又は探知、奪取、破壊等を防止するための措置を講じるものとする。

　（罰則等）
第１８条　業務管理者は、関係社員が本規則に違反して、特定秘密文書等を紛失し、又は特定秘密情報を漏洩若しくは破壊した場合は、就業規則に基づき懲戒の対象となることを関係社員に周知するものとする。

　（目的外利用の禁止）
第１９条　業務管理者は、防衛省の書面による承認を得ることなく、特定秘密を提供された目的以外に利用してはならない。さらに、米国秘密軍事情報、北大西洋条約機構秘密情報、仏国秘密情報、豪州秘密情報、英国秘密情報、インド秘密軍事情報、伊国秘密情報、韓国秘密軍事情報、独国秘密情報、瑞国秘密情報、サウジ秘密情報、ＵＡＥ秘密情報、宇国秘密情報（以下「外国政府等秘密情報」という。）については、防衛省を経由し、当該外国政府等の事前の書面による承認を得ることなく、当該外国政府等秘密情報を提供された目的以外に利用してはならない。

　（保全教育）
第２０条　業務管理者は、年間計画を立て、年１回以上、関係社員及び業務管理者が必要と判断したその他の社員に対する保全教育を実施するものとする。
２　業務管理者は、新たに関係社員になった者に対しては、当該関係社員に特定秘密を取り扱わせる前に、保全教育を実施するものとする。
３　保全教育を実施するときは、その内容及び実施方法について、事前に防衛省の承認を受けるものとする。ただし、その内容等が既に防衛省の確認済みのものであるときは、特別の指示がない限り、届出をすれば足りるものとする。
４　業務管理者は、保全教育の内容等を変更する場合は、改めて装備政策部長に申請し、その承認を受けるものとする。
５　業務管理者は、保全教育を実施したときは、当該実施結果を記録するとともに、毎年、防衛省が指示する時期に防衛省に報告するものとする。
　（関係簿冊）
第２１条　業務管理者は、秘密業務を適切に管理するため、本規則に定める関係簿冊を備え付けるものとする。
２　関係簿冊は、記録内容の改ざんを防止するため、ページ番号の付与等の適切な管理を行うものとする。
３　関係簿冊は、防衛省との契約に基づく特定秘密の保護の責任がある期間（秘密等の保全又は保護の確保に関する違約金条項第２条に規定する乙が秘密等を保全する責任がある期間をいう。）経過後３年を経過するまでの間保管するものとし、廃棄する場合は、特定秘密管理者又はその代理者の確認を受けてから廃棄するものとする。
４　関係簿冊を廃棄した場合は、関係簿冊廃棄記録簿（別紙様式第７号）に記録するものとする。

　（接受）
第２２条　業務管理者は、特定秘密文書等を接受する場合は、業務管理者が特に指定する者のほか、保全責任者以外の者に接受させてはならない。
２　保全責任者は、特定秘密文書等を接受した場合は、送付書等と現物とを照合し、異状の有無を確認するとともに、特定秘密文書等接受報告書（別紙様式第７号）により特定秘密管理者に報告するものとする。また、接受した特定秘密文書等に異状が認められた場合は、その旨も合わせて報告するものとする。
３　保全責任者は、特定秘密文書等を接受した場合は、速やかに特定秘密文書等保管簿（別紙様式第８号）に所定の事項を記録するとともに、当該特定秘密文書等を適切な保管容器等に保管するものとする。

　（特定秘密の指定の有効期間が満了する年月日等の周知）
第２３条　業務管理者は、特定秘密管理者から特定秘密の指定の有効期間が満了する年月日等の通知があった場合は、当該特定秘密を取り扱う関係社員に対し、当該通知の内容を特定秘密の指定に係る周知書（別紙様式第９号）により周知するものとする。その後、新たに当該特定秘密を取り扱う関係社員となった者についても同様とする。

　（特定秘密の指定に関する関係社員への周知）
第２４条　業務管理者は、特定秘密管理者から特定秘密の指定の有効期間が満了した旨の通知があった場合は、次の各号の措置を行うものとする。
⑴　当該特定秘密を取り扱う関係社員（契約の終了若しくは解除又は人事異動等により当該特定秘密を取り扱う関係社員でなくなった者を含む。以下本条において同じ。）に対し、当該特定秘密の指定の有効期間が満了した旨を特定秘密の指定の有効期間の満了に係る周知書（別紙様式第１０号）により周知する。
⑵　特定秘密文書等の性質上、「特定秘密」の表示を行うことが困難である場合に、特定秘密の指定に係る通知書により当該文書等が特定秘密文書等である旨を通知した関係社員に対しては、特定秘密の指定の有効期間の満了に係る通知書（別紙様式第１１号）により通知する。
２　業務管理者は、特定秘密管理者から特定秘密の指定の有効期間を延長した旨の通知があった場合は、次の各号の措置を行うものとする。
⑴　当該特定秘密を取り扱う関係社員に対し、当該特定秘密の指定の有効期間が延長された旨及び延長後の指定の有効期間が満了する年月日を特定秘密の指定の有効期間の延長に係る周知書（別紙様式第１２号）により周知する。
⑵　特定秘密文書等の性質上、「特定秘密」の表示を行うことが困難である場合に、特定秘密の指定に係る通知書により当該文書等が特定秘密文書等である旨を通知した関係社員に対しては、特定秘密の指定の有効期間の延長に係る通知書（別紙様式第１３号）により通知する。
３　業務管理者は、特定秘密管理者から特定秘密の指定を解除した旨の通知があった場合は、次の各号の措置を行うものとする。
⑴　当該特定秘密を取り扱う関係社員に対し、当該特定秘密の指定が解除された旨及び解除年月日を特定秘密の指定の解除に係る周知書（別紙様式第１４号）により周知する。
⑵　特定秘密文書等の性質上、「特定秘密」の表示を行うことが困難である場合に、特定秘密の指定に係る通知書により当該文書等が特定秘密文書等である旨を通知した関係社員に対しては、特定秘密の指定の解除に係る通知書（別紙様式第１５号）により通知する。

　（保管）
第２５条　特定秘密文書等は、特定秘密管理者の確認を受けた立入禁止区域内で、三段式文字盤かぎとさし込み式かぎを併用した金庫又は鋼鉄製の箱のほか、これと同等若しくは同等以上の強度を有すると認める静脈認証式施錠装置その他の施錠装置を用いた金庫又は鋼鉄製の箱に保管するものとする。
２　特定秘密文書等は、散逸を防止するため、保全責任者が集中して管理するものとする。
３　保全責任者は、立入禁止区域及び保管容器の状況について、日々点検を実施するものとする。

　（文字盤かぎの保護）
第２６条　文字盤かぎの組合せ番号は、保全責任者及び保全責任者から指定された関係社員以外の者に知らせ、又は管理させてはならない。
２　保全責任者は、少なくとも年１回、保管容器の文字盤かぎの組合せ番号を変更しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、その都度、変更するものとする。
⑴　保管容器を初めて使用する場合
⑵　保全責任者又は保全責任者から指定された関係社員が交代（離職及び退職を含む。）する場合
⑶　文字盤かぎの組合せが保全責任者及び保全責任者から指定された関係社員以外の者に漏れた場合又はその疑いがある場合
３　文字盤かぎの組合せ番号の変更は、保全責任者又は保全責任者から指定された関係社員が実施するものとする。
４　文字盤かぎの組合せ番号を変更したときは、文字盤かぎ組合せ番号変更記録簿（別紙様式第１６号）に所定の事項を記録するものとする。ただし、文字盤かぎの組合せ番号自体を記録してはならない。

　（さし込み式鍵の保管）
第２７条　立入禁止区域の出入口の鍵及び保管容器の鍵は、保全責任者又は保全責任者から指定された関係社員が保管するものとする。
２　保管容器の鍵及び立入禁止区域の出入口の鍵は、保全責任者又は保全責任者から指定された関係社員以外の者が所持又は使用してはならない。
３　立入禁止区域の出入口の鍵は、就業時間中は保全責任者又は保全責任者から指定された関係社員が保管し、就業時間外は所定の鍵容器に収納し、当該鍵容器を施錠するものとする。
４　保管容器の鍵は、就業時間中は保全責任者又は保全責任者から指定された関係社員が常時携行し、就業時間外は所定の鍵容器に収納し、当該鍵容器を施錠するものとする。

　（閲覧及び貸出）
第２８条　保全責任者は、特定秘密文書等の閲覧又は貸出しの必要がある場合は、次の各号に従うものとする。
⑴　閲覧又は貸出しをする者が当該特定秘密を取り扱うことができる関係社員であることを確認するとともに、業務上必要とする場合に限り、閲覧又は貸出しをすることができる。
⑵　閲覧又は貸出しをする場合は、特定秘密文書等閲覧簿（別紙様式第１７号）又は特定秘密文書等貸出簿（別紙様式第１８号）に所定の事項を記載し、閲覧又は貸出しをする者から押印させる。
⑶　閲覧又は貸出しをする場合は、立入禁止区域内において実施する。
⑷　閲覧又は貸出しをする場合は、当該特定秘密文書等の転貸、供覧等及び特定秘密である事項のメモ等を禁止する。
⑸　閲覧又は貸出しは、当日限りとする。
２　保全責任者は、閲覧又は貸出しをした特定秘密文書等の返却を受けたときは、直ちに異状の有無を確認するとともに、特定秘密文書等閲覧簿又は特定秘密文書等貸出簿に所定の事項を記録し、押印するものとする。

（特定秘密の指定の有効期間の満了）
第２９条　保全責任者は、特定秘密管理者から特定秘密の指定の有効期間が満了した旨の通知があった場合は、次の処置を行うものとする。
⑴　特定秘密の指定の有効期間が満了した文書等の「特定秘密」等の表示を赤色（これにより難い場合は他の色）の二重線等で抹消した上で、別紙様式第１９号に示す「特定秘密指定有効期間満了」の表示を赤色（やむを得ない場合は他の色）で行う。
⑵　特定秘密文書等保管簿に記録された当該文書等に係る管理情報を赤色（これにより難い場合は他の色）の二重線等で抹消するとともに、特定秘密管理者からの通知文書の発簡番号、発簡年月日及び特定秘密の指定の有効期間が満了した旨を追記する。

（特定秘密の指定の有効期間の延長）
第３０条　保全責任者は、特定秘密管理者から特定秘密の指定の有効期間を延長した旨の通知があった場合は、特定秘密文書等保管簿に記録された当該特定秘密文書等に係る管理情報に特定秘密管理者からの通知文書の発簡番号、発簡年月日及び当該特定秘密の延長後の指定の有効期間が満了する年月日を追記する。

（特定秘密の指定の解除）
第３１条　保全責任者は、特定秘密管理者から特定秘密の指定を解除した旨の通知があった場合は、次の各号の処置を行うものとする。
⑴　特定秘密の指定が解除された文書等の「特定秘密」等の表示を赤色（これにより難い場合は他の色）の二重線等で抹消した上で、別紙様式第２０号に示す「特定秘密指定解除」の表示を赤色（やむを得ない場合は他の色）で行う。
⑵　特定秘密文書等保管簿に記録された当該文書等に係る管理情報を赤色（これにより難い場合は他の色）の二重線等で抹消するとともに、特定秘密管理者からの通知文書の発簡番号、発簡年月日及び特定秘密の指定が解除された旨を追記する。

　（伝達）
第３２条　特定秘密情報の伝達は、電子メール、電話、ＦＡＸ等の方法で行ってはならない。
２　特定秘密情報を伝達する場合は、立入禁止区域内で行うものとし、その始めと終わりに伝達する情報が特定秘密であることを明らかにするとともに、当該伝達の内容を筆記又は録音することを禁止するなど、特定秘密の保護に必要な措置を講じるものとする。
３　業務管理者は、特定秘密情報を伝達する場合は、あらかじめ特定秘密伝達申請書（別紙様式第２１号）により特定秘密管理者に申請し、その許可を得るものとする。ただし、契約履行上、すでに当該特定秘密情報の伝達が認められている場合は、この限りではない。
４　業務管理者は、特定秘密情報を伝達したときは、特定秘密伝達報告書（別紙様式第２２号）により特定秘密管理者に報告するものとする。
５　保全責任者は、特定秘密情報の伝達が特定秘密文書等を用いて行われた場合は、特定秘密文書等閲覧簿に所定の事項を記録するものとする。

　（送達）
第３３条　業務管理者は、特定秘密文書等を送達する場合は、あらかじめ特定秘密文書等送達申請書（別紙様式第２３号）により特定秘密管理者に申請し、その許可を得るものとする。ただし、契約履行上、すでに当該特定秘密文書等の送達が認められている場合は、この限りではない。
２　特定秘密文書等を送達する場合は、施錠のできる運搬容器（外部から内側を視認することができないものに限る。）を用い、当該特定秘密を取り扱うことができる関係社員２名以上の者が携行又は輸送機関に同乗監視するものとする。
３　前項による送達ができない場合又は不適当な場合は、あらかじめ特定秘密管理者の許可を得て、他の方法により送達することができるものとする。
４　特定秘密文書等を送達する場合は、当該特定秘密文書等を不透明質の封筒若しくは包装を二重にして封かんし、又は不透明質のコンテナその他の容器に収納するものとする。
５　特定秘密文書等の送達に当たっては、その授受を明確にするため、送付書・受領書（別紙様式第２４号）を用い、受領書に送達先の受領者印を徴するものとする。
６　業務管理者は、特定秘密文書等を送達したときは、受領書の写しを添え、特定秘密文書等送達報告書（別紙様式第２５号）により特定秘密管理者に報告するものとする。
７　保全責任者は、特定秘密文書等が送達されたときは、特定秘密文書等保管簿に所定の事項を記載するとともに、受領書の保存等を確実に実施するものとする。

　（社内保全検査）
第３４条　業務管理者は、毎月１回定期的に又は必要に応じて臨時に秘密業務の管理状況を検査し、当該検査結果を検査記録表（別紙様式第２６号）に記録するものとする。
２　保全責任者は、毎月１回定期的に又は必要に応じて臨時に特定秘密文書等の保管状況を検査し、当該検査結果を特定秘密文書等保管状況点検表（別紙様式第２７号）により特定秘密管理者に報告するものとする。
３　業務管理者は、当該検査の結果について、特定秘密検査報告書（別紙様式第２８号）により特定秘密管理者に報告するものとする。

　（官による保全検査の受検）
第３５条　業務管理者は、特定秘密管理者又はその代理者が当社の秘密業務の管理状況について検査を行う場合は、その実施のために協力するものとする。
２　業務管理者は、特定秘密管理者又はその代理者から特定秘密の保護の状況について指導があった場合は、当該指導に基づき、必要な措置を講じるものとする。

（作成）
第３６条　業務管理者は、特定秘密文書等を作成（複製を含む。以下同じ。）する場合は、あらかじめ特定秘密文書等作成申請書（別紙様式第２９号）により特定秘密管理者に申請し、その許可を得るものとする。ただし、契約履行上、すでに当該特定秘密文書等の作成が認められている場合は、この限りではない。
２　業務管理者は、特定秘密文書等の作成の申請に当たっては、その範囲及び数量を必要最小限度にとどめるものとする。
３　特定秘密文書等を作成する場合は、あらかじめ実施方法等を特定秘密管理者と協議し、特定秘密管理者又はその代理者の立会いを得るものとする。
４　業務管理者は、特定秘密文書等を作成したときは、速やかに特定秘密文書等作成報告書（別紙様式第３０号）により特定秘密管理者に報告するものとする。
５　保全責任者は、特定秘密文書等が作成されたときは、特定秘密文書等保管簿に所定の事項を記録するものとする。
６　保全責任者は、特定秘密文書等が作成されたときは、特定秘密文書等作成実施記録簿（別紙様式第３１号）に所定の事項を記載し、特定秘密管理者又はその代理者の確認を得るものとする。
７　特定秘密文書等の作成のために一時的に作成した反古紙であって、当該特定秘密文書等の内容を察知するに足るものは、用済後、特定秘密文書等を廃棄する場合と同様の方法により速やかに廃棄するとともに、当該廃棄の記録を反古紙廃棄簿（別紙様式第３２号）に記録するものとする。

　（表示）
第３７条　業務管理者は、特定秘密文書等を作成した場合は、当該特定秘密文書等に「特定秘密」の表示を行うものとする。なお、作成した特定秘密文書等の性質上、「特定秘密」の表示を行うことが困難である場合は、特定秘密管理者と協議の上、特定秘密に係る指定書（別紙様式第３３号）により当該特定秘密文書等を管理するとともに、当該特定秘密を取り扱う関係社員に対し、特定秘密の指定に係る通知書（別紙様式第３４号）により当該文書等が特定秘密文書等である旨を通知するものとする。
２　保全責任者は、作成した特定秘密文書等への「特定秘密」の表示は、特定秘密管理者から特段の指示がない場合は、次の各号に示す方法により行うものとする。
⑴　文書及び図画については、表紙、裏表紙及び特定秘密情報を含む各頁の右上部及び左下部に表示する。
⑵　前号によることが困難又は不適当であり、当該文書又は図画を封筒又は容器に収容する場合には、これらの封筒又は容器の見やすい場所に表示する。
⑶　巻状の文書及び図画については、その両端（上部及び下部）に表示する。
⑷　物件については、適宜の見やすい場所に表示する。
３　「特定秘密」の表示は、別紙様式第３５号に示すものを赤色（やむを得ない場合は他の色）で行うものとする。
４　当該秘密が外国政府等秘密情報に該当する場合は、「特定秘密」の表示に加え、別紙様式第３６号に示す各国政府の表示を赤色（やむを得ない場合は他の色）で行うものとする。
５　保全責任者は、作成した特定秘密文書等への登録番号等の表示（別紙様式第３７号）は、特定秘密管理者の指示に基づき、次の各号に示す方法により行うものとする。
⑴　文書及び図画については、表紙の左上部に表示する。ただし、左上部に表示できない場合は、適当な個所に表示する。
⑵　物件については、適宜な見やすい場所に表示する。

　（下請負）
第３８条　業務管理者は、秘密業務を第三者に下請負させてはならない。ただし、やむを得ず下請負を行う場合は、あらかじめ、下請負の相手方、契約内容、取り扱わせる特定秘密の指定の整理番号、下請負の内容、下請負先の特定秘密の保護体制等を明記した書類を添え、特定秘密の取扱いに係る下請負申請書（別紙様式第３８号）により防衛省に申請し、その許可を得るものとする。この場合において、当該下請負の相手方は、あらかじめ防衛大臣又は防衛装備庁長官により適合事業者として認定されている者でなければならない。
２　業務管理者は、下請負の申請に際しては、下請負先と防衛省との間の特定秘密の保護に関する規定を含む契約書（別紙様式第３９号）を作成し、契約締結のために必要な手続等を実施するものとする。
３　防衛省から下請負の許可を得た場合においても、下請負先が特定秘密の保護に関する特約条項を含む契約を防衛省と締結した後でなければ、下請負先に対して特定秘密情報を伝達し、又は特定秘密文書等を送達してはならない。
４　防衛省から下請負の許可を得た下請負先に特定秘密文書等を貸与する必要がある場合は、次の各号の手続を行うものとする。
⑴　あらかじめ特定秘密文書等貸与申請書（別紙様式第４０号）により特定秘密管理者に申請し、その許可を得るものとする。ただし、契約履行上、すでに当該特定秘密文書等の貸与が認められている場合は、この限りではない。
⑵　特定秘密管理者から許可を得た場合は、その写しを下請負先に提示し、特定秘密文書等の接受を行わせるとともに、当該下請負先から特定秘密管理者に対し、当該特定秘密文書等の接受に係る報告を行わせるものとする。
⑶　下請負先に貸与した特定秘密文書等を当該下請負先から特定秘密管理者に直接返却させる場合は、主契約の終了時期までに特定秘密管理者に返却するよう指示するものとする。また、当該下請負先において、主契約の終了時期より前に特定秘密文書等を使用する必要がなくなった場合は、その時点で速やかに特定秘密管理者に返却するよう指示するものとする。
⑷　下請負先から特定秘密管理者に特定秘密文書等の返却がなされたときは、当該下請負先から特定秘密管理者に対し、当該特定秘密文書等の送達に係る報告を行わせるものとする。
５　業務管理者は、下請負先の特定秘密の保護の状況を定期的に検査するものとする。
６　業務管理者は、特定秘密管理者又はその代理者が下請負先の特定秘密の保護の状況について検査を行う場合は、その実施のために協力するものとする。

　（立入禁止区域）
[bookmark: _Hlk151386570]第３９条　業務管理者は、新たに立入禁止区域を設定し、又は装備政策部長の承認を得た立入禁止区域を変更若しくは解除する場合は、あらかじめ装備政策部長に申請し、その承認を得るものとする。
２　装備政策部長に申請を行う場合は、当該立入禁止区域の構造・仕様等を明示した図面等の書類を申請書に添えるものとする。

　（立入制限）
第４０条　業務管理者は、立入禁止区域を設定したときは、その出入口に対し、別紙様式第４１号の掲示を行うものとする。
２　立入禁止区域には、関係社員以外の者及び当該立入禁止区域で取り扱っている特定秘密を取り扱うことができる関係社員以外の関係社員を立ち入らせてはならない。ただし、業務管理者が特に立入りを必要と認め、防衛省が当該立入りについて特定秘密の保護上支障がないと認めた者（下請負先の関係社員を含む。以下「立入許可者」という。）については、この限りではない。
３　業務管理者が特に立入りを必要と認める者は、次の各号に掲げる者に限るものとする。
⑴　立入禁止区域又は立入禁止区域に設置する専用試験装置等の維持、管理を行う者
⑵　電子計算機等の器材の維持、管理を行う者
⑶　監督官庁（防衛省を含む。）の職員であって検査等を行う者
⑷　緊急事態の発生時又は発生のおそれがある場合に当該立入禁止区域に対し保護措置を行う者
⑸　その他業務管理者が当該立入りを真にやむを得ないと認める者
４　業務管理者は、関係社員及び立入許可者を立入禁止区域に立ち入らせる場合は、保全責任者又は保全責任者から指定された関係社員に次の措置を講じさせるものとする。
⑴　関係社員
立ち入りの際、立入記録簿（別紙様式第４２号）に所定の事項を記入させるとともに、常に特定秘密適格証明書を装着させるものとする。
⑵　立入許可者
ア　防衛省が発行する立入通知書又は立入許可書と本人の身分証明書等を照合することにより、立入許可者本人であることを確認する。
イ　立ち入りの際、立入記録簿に所定の事項を記入させるとともに、常に立入許可者用バッチ（別紙様式第４３号）を装着させ、保全責任者又は保全責任者から指定された関係社員が立ち会い、常時監視する。
５　業務管理者は、立入許可者を立ち入らせる場合は、当該立入りの目的とは関係のない特定秘密文書等を事前に移動又は被覆する等の措置を講じるものとする。

　（機器の持込制限）
第４１条　業務管理者は、立入禁止区域への携帯型情報通信・記録機器（以下「機器」という。）の持込みを制限するものとする。
２　業務管理者は、機器の持込みの制限を行ったときは、その出入口に対し、別紙様式第４４号の掲示を行うとともに、機器の持込みの制限に必要な措置を講じるものとする。
３　やむを得ず、立入禁止区域に機器の持込みを行う場合は、あらかじめ業務管理者の許可を得るものとする。

　（特定秘密電子計算機情報）
第４２条　関係社員は、特定秘密である情報を記録する電子計算機情報（以下「特定秘密電子計算機情報」という。）を取り扱う場合は、防衛省が認めた情報システムで取り扱うものとする。
２　特定秘密電子計算機情報は、特定秘密管理者が特に認めた場合を除き、可搬記憶媒体に格納するものとする。
３　関係社員は、特定秘密電子計算機情報を可搬記憶媒体に格納するときは、秘匿措置を講じるものとする。ただし、契約履行上、著しい支障が生じるおそれがある場合であって、特定秘密管理者の許可を受けた場合は、この限りではない。

　（返却）
第４３条　保全責任者は、契約終了後は直ちに、特定秘密管理者から送達された特定秘密文書等を全て特定秘密管理者に返却するとともに、契約により新たに作成した特定秘密文書等を全て特定秘密管理者に提出するものとする。
２　保全責任者は、契約の履行中であっても、特定秘密管理者から指示があった場合は、当該指示に基づき、特定秘密管理者から送達された特定秘密文書等を特定秘密管理者に返却するとともに、契約により新たに作成した特定秘密文書等を特定秘密管理者に提出するものとする。

　（廃棄）
第４４条　業務管理者は、あらかじめ特定秘密管理者から書面による指示があった場合に限り、特定秘密文書等を廃棄することができるものとする。
２　特定秘密文書等の廃棄に当たっては、保全責任者が立会いの上、当該特定秘密を取り扱うことができる関係社員が焼却、粉砕、細断、溶解、消磁及び破壊等の手段により、特定秘密文書等の一部若しくは全部が複製又は識別できないように確実に行うものとする。
３　保全責任者は、特定秘密文書等を廃棄した場合は、特定秘密文書等保管簿に所定の事項を記録するとともに、当該廃棄について業務管理者に報告するものとする。
４　業務管理者は、保全責任者から特定秘密文書等の廃棄の報告を受けたときは、特定秘密文書等廃棄報告書（別紙様式第４５号）により特定秘密管理者に報告するものとする。

　（非常の場合の措置）
第４５条　業務管理者は、特定秘密の漏えいのおそれがある緊急の事態に際し、その漏えいを防止するために他に適当な手段がないと認める場合は、焼却、粉砕、細断、溶解、破壊等の復元不可能な方法により、当該特定秘密文書等を廃棄することができる。
２　業務管理者は、緊急の事態に際して特定秘密文書等を廃棄する場合は、あらかじめ、緊急の事態に際しての廃棄について（別紙様式第４６号）により特定秘密管理者に申請し、防衛大臣又は防衛装備庁長官の承認を得るものとする。ただし、その手段がない場合又はそのいとまがない場合は、廃棄後速やかに、特定秘密管理者を通じて防衛大臣又は防衛装備庁長官に報告するものとする。
３　業務管理者は、緊急時における特定秘密管理者への連絡経路を整備し、関係社員に周知することにより、常に特定秘密管理者への緊急連絡体制を維持するものとする。

　（事故等発生時の措置）
第４６条　関係社員は、特定秘密文書等を紛失した場合、特定秘密が漏洩若しくは破壊された場合又はそれらの疑い若しくはおそれがある場合は、直ちに適切な処置を講じるとともに、保全責任者、管理責任者及び業務管理者に報告するものとする。
２　業務管理者は、関係社員から事故等の報告を受けたときは、直ちにその事実の調査を行い、かつ、特定秘密の保護に必要な措置を講じて事故の拡大防止に努めるとともに、直ちに把握し得る全ての内容を、その後速やかにその詳細を特定秘密管理者に報告するものとする。
３　事故等が発生した契約に係る元請負者がある場合は、直ちに当該元請負者に通報するものとする。
４　業務管理者は、特定秘密管理者への報告後、遅滞なく、次の各号に掲げる事項について調査を行い、調査結果に所見及び対策を添えた調査報告書を特定秘密管理者に提出するものとする。
⑴　事故等が発生した日時及び場所並びに事故等の当事者の氏名及び職務
⑵　事故等に係る特定秘密文書等の件名、管理番号、一連番号、数量及び内容
⑶　事故等の原因及び経過
⑷　事故等の及ぼす影響
⑸　事故等に対して講じた措置
⑹　その他参考となるべき事項
５　業務管理者は、事故等が発生した場合の特定秘密管理者への連絡経路を整備し、関係社員に周知することにより、常に特定秘密管理者への緊急連絡体制を維持するものとする。

　（特定秘密の保護措置の報告）
第４７条　業務管理者は、前年度１年間に特定秘密の保護に関して講じた措置の内容について、翌年度４月末日までに、関係する書面を添え、特定秘密管理者に報告するものとする。
　（雑則）
第４８条　業務管理者は、本規則を改正する場合は、改めて装備政策部長に申請し、その承認を得るものとする。
２　業務管理者は、本規則の細部要領を示した細則を定めることができるものとする。
３　本規則の運用に当たっては、秘密保全実施要領も適用されるものとする。
４　本規則の実施に当たり、他の規則と競合する場合は、原則として本規則が優先するものとする。

附　則
本規則は、装備政策部長の承認後、即日施行する。
